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環
境
省
令
第
二
十
四
号

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）

の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
制
定
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
二
月
十
九
日

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
省
令
の
整

備
に
関
す
る
省
令

（
大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

厚

生

省

第
一
条

大
気
汚
染
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

通
商
産
業
省

第
十
六
条
の
四
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
常
時
監
視
）

第
十
六
条
の
五

法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
常
時
監
視
は
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
大
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気
の
汚
染
の
状
況
を
的
確
に
把
握
で
き
る
地
点
に
お
い
て
、
そ
の
状
況
を
継
続
的
に
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と

す
る
。

２

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
結
果
の
報
告
は
、
毎
年
度
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
常
時

監
視
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
環
境
大
臣
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
環
境
大
臣
が
行
う
常
時
監
視
）

第
十
六
条
の
六

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
行
う
常
時
監
視
は
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
放
射

線
量
を
測
定
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
放
射
性
物
質
は
、
大
気
中
の
放
射
性
物
質
と
す
る
。

第
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
結
果
の
公
表
）

第
十
八
条
の
二

法
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
大
気
の
汚
染
の
状
況
の
公
表
は
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
行
う
放
射
性
物
質
に
よ
る
大
気
の
汚
染
の
状
況
の
公
表
は
、
イ
ン
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タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

総

理

府

第
二
条

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

通
商
産
業
省

第
九
条
の
四
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
都
道
府
県
知
事
が
行
う
常
時
監
視
）

第
九
条
の
五

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
常
時
監
視
は
、
各
都
道
府
県
に
お
け
る
公
共
用

水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
的
確
に
把
握
で
き
る
地
点
に
お
い
て
、
そ
の
状
況
を
継
続
的
に
測
定
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
結
果
の
報
告
は
、
毎
年
度
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
常
時
監

視
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
環
境
大
臣
の
定
め
る
日
ま
で
に
、
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
環
境
大
臣
が
行
う
常
時
監
視
）

第
九
条
の
六

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
行
う
常
時
監
視
は
、
放
射
性
物
質
の
濃
度
を
測
定
す
る
こ

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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２

法
第
十
五
条
第
三
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
放
射
性
物
質
は
、
公
共
用
水
域
の
水
中
及
び
地
下
水
中
の
放
射
性
物
質
と

す
る
。

（
結
果
の
公
表
）

第
九
条
の
七

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状

況
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
が
行
う
放
射
性
物
質
に
よ
る
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁

の
状
況
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
環
境
省
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

環
境
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
三
項
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

環
境
の
保
全
の
観
点
か
ら
の
放
射
性
物
質
に
係
る
環
境
の
状
況
（
放
射
性
物
質
に
よ
る
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状

況
に
限
る
。
）
の
把
握
の
た
め
の
監
視
及
び
測
定
に
関
す
る
基
準
等
の
策
定
並
び
に
当
該
監
視
及
び
測
定
の
実
施
に
関

す
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
の
防
止
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成

二
十
五
年
十
二
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


